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高津川水系大規模氾濫時の減災対策協議会



３．平成３０年度の実施予定

２．「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画への
対応について

４．今後のスケジュール

５．その他

１．平成２９年度の実施状況（フォローアップ等含む）
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１．①平成２９年度の実施状況（フォローアップ等含む）
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・・・
規約改正、平成２８年度の取組状況、平成２９年度
実施予定

3※スケジュール（案）は一般的なものであり、状況に応じて協議会等の追加開催や日程変更もある。

平成２９年 ８月 １日 平成２９年度担当者会議
（第１回）

平成３０年６月１日 平成３０年度協議会

平成２９年１０月１２日 平成２９年度担当者会議
（第２回）

・・・ 水防法改正に伴う協議会の運用について、平成２
９年度の取組状況 等

・・・
平成２９年度の取組状況 等

平成３０年 ３月１３日 平成２９年度幹事会
（第２回）

平成２９年度担当者会議
（第３回）

・・・ 水防法改正に伴う規約の変更について、平成２９
年度の取組状況、緊急行動計画を踏まえた取組内
容（実施方針）の変更、今後のスケジュール 等

平成３０年３月２８日 平成２９年度協議会
（第２回）

・・・ 水防法改正に伴う規約の変更について

・・・
緊急行動計画を踏まえた取組内容（実施方針）の
変更、平成２９年度の取組状況（フォローアップ）、
平成３０年度の取組確認 等

・・・
緊急行動計画を踏まえた取組内容（実施方針）の
変更、平成２９年度の取組状況（フォローアップ）、
平成３０年度の取組確認 等

平成３０年 ５月１６日 平成３０年度幹事会
（第１回）

平成３０年度担当者会議
（第１回）

平成２９年度の取組経過報告（平成３０年度協議会開催まで）

平成２９年 ５月３０日 平成２９年度協議会
（第１回）
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【概要】

５月３０日に平成２８年度の実施状況報告、平成２９年度の実施予定、今後のスケジュールについて協議会に諮った。
あわせて、実施・調整における課題・改善点等をとりまとめ、方向性についても協議会に諮った。その結果、協議会構成
員の賛同を頂くとともに、減災に向けて各機関が協力して取り組みを推進していくことを確認した。
【決定事項】
「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく高津川流域の減災に係る取組の推進

開催日：平成２９年５月３０日(火)
場所：益田市民学習センター ２０２会議室
参加機関：益田市、島根県、松江地方気象台、浜田河川国道事務所

【主な発言】

・島根県土木部長（代）：取組内容が重複している内容を
具体的に教えていただきたい。
・事務局：訓練や出前講座等であり、工夫すれば1回に
集約できると考える。

・浜田河川国道事務所長：地域の状況に応じ、工夫して
減災に努める事が重要である。

第３回高津川水系減災対策協議会の状況 平成29年5月31日 山陰中央新報

平成２９年度第１回 高津川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」開催概要
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平成２９年度第２回 高津川水系大規模氾濫時の減災対策協議会」開催概要

【概要】

３月２８日に平成２９年度第２回協議会を開催し、規約改正について協議会に諮った。あわせて、実施・調整における課
題・改善点等をとりまとめ、方向性についても協議会に諮った。その結果、協議会構成員の賛同を頂くとともに、減災に
向けて各機関が協力して取り組みを推進していくことを確認した。
【決定事項】
「平成２９年度水防法一部改正」に基づく、高津川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 法定協議会への移行

平成２９年度第２回高津川水系減災対策協議会の状況

開催日：平成３０年３月２８日(水)
場所：益田市民学習センター ２０３会議室
参加機関：益田市、島根県、松江地方気象台、浜田河川国道事務所

【主な発言】

・浜田河川国道事務所長：取組方針見直しにおいて新た
な取り組み内容があれば紹介して頂きたい。

・事務局：新たな取り組みとして、危機管理型水位計の
設置を考えている。

・浜田河川国道事務所長：益田市が設置している簡易
水位計には興味がある。

・事務局：危機管理型水位計とは別に、樋門の内外水位
に対し簡易水位計の試行を検討中。

・益田市長：一級河川に設置することになれば、大河川
でも対応可能になると思われる。

・島根県土木部長（代）：１月２３日、益田市の要配慮者
利用施設管理者に対し避難確保計画の説明会を島根
県下でいち早く開催させて頂いた。



１．②平成２９年度の実施状況（代表例の紹介）
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①住民自らが危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
避難行動、水防活動等に資する基盤等の整備

○避難行動等に資する情報提供設備の整備及び水位予測の精度向上 【松江地方気象台】



６月１１日（日）、洪水情報を一斉送信する「緊急速報メール」の配信訓練を島根県益田市で行いました。洪水情報の「緊急速報メール」は、
今年５月１日に運用が始まり、メール配信訓練は中国地方では初めてです。
益田市明見団地の住民の方を対象に、洪水と土砂災害の危険性が高まったとの想定で、緊急速報メールを活用した避難訓練が益田市と
自主防災連合隊主催で行われました。
１１日９時、高津川の水位が「氾濫危険水位に到達した」ことを知らせる緊急速報メールを益田市全域に配信。益田市から防災無線で住民
に避難勧告、メール等で情報を得た約１００人の方が７班に分かれて避難開始。避難したことを知らせるタオルを玄関などに結び、団地内の
避難所に集合しました。
避難訓練では、自主防災連合隊主催の「炊き出し訓練」や、国土交通省による「洪水や土砂災害に関する勉強会」も行われました。

緊急速報メールの着信状況

道路情報板による訓練事前周知

浜田河川国道事務所から水防法等を説明

避難訓練の状況 炊き出し訓練の状況

タオルを玄関などに結び避難した合図。

参加者の声
いち早く避難する意識を高めたい。 携帯端末にメールが一斉に届くのは有効な情報伝達手段だと思う。

●緊急速報メール配信対象
益田市全域 約４７，７００ 名

約２１，５００世帯

着信画面

着信内容

益田市の至る所で携帯
電話の着信音が一斉に
鳴り響いていました。

地元の匠が作った美味しいご飯
と味噌汁。
みんなで美味しくいただきました。

益田市明見団地避難訓練 メール配信訓練

住民の方約１００人が避難し、班ごと
に整列しています。

洪水情報の緊急速報メール配信訓練・避難訓練実施 【国土交通省、益田市】
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実施日 平成29年10月28日（日）8：00～11：00
参加者 益田市、警察、消防、島根県防災航空隊、地域住民 他 計475名
内 容 住民参加型避難訓練、全体公開訓練（水防訓練、河川救助訓練）、各種体験型訓練

（訓練想定）
10月27日昼過ぎから山陰沖に停滞していた前線に南から暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発となった。28日明け
方には山陰沖から中国地方まで南下し、雨のピーク時には1時間雨量最大70ﾐﾘ前後を予想。27日17時30分、益田市に大雨洪水
注意報が発表され、その後も雨は降り続き、28日3時に大雨洪水警報に切り替わり、降り始めからの雨量が200ﾐﾘを超え高津川の
水位が上昇。高津川氾濫警戒情報が発表されたことにより、水防センターに市長を本部長とする災害対策本部を設置と住民避難
を想定。（松江地方気象台）

9

平成２９年度益田市防災訓練を実施

【松江地方気象台、島根県、益田市】
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河川災害・土砂災害に備え、要配慮者利用施設の管理者向け説明会の実施

【国土交通省、島根県、益田市】

平成30年1月23日、益田市で河川災害・土砂災害に備え、要配慮者利用者施設の管理者の方に対する
説明会が行われました。説明会は、平成29年6月に水防法ならびに土砂災害防止法の一部改正を受け
て行われました。当日は、雪が降る寒空のもと、53施設68人が参加されました。
参加された方は、熱心に耳を傾け、各機関の担当者からの話されるポイントを記録されていました。

【益田市危機管理課長挨拶】

【各機関担当者の説明(左から国土交通省、島根県河川課、砂防課）】

【全体の様子】



想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図等の公表（島根県）

水位情報の発表対象河川

・洪水予報河川（県管理） ３河川

・水位周知河川（県管理）１７河川

想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図等の公表（鳥取県）

○想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図等の公表（島根県）

①住民が自ら危険を認識した的確な避難行動を行うための取組
■想定最大規模降雨における浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知等

県管理の洪水予報河川及び水位周知河川 １９河川について、想定最大規模降雨における洪水浸
水想定区域図作成。
平成３０年度高津川（県管理区間）、益田川の公表



２．「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画へ
の対応について
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○国土交通省では、「水防災意識社会」の再構築に向け、関係者が協力して概ね5年で緊急
的に実施すべき事項について、「緊急行動計画」をとりまとめ

○国土交通省では、平成27年の関東・東北豪雨災害、昨年8月の台風10号等による豪雨災害を受け、「水防災
意識社会」再構築の取組を推進しているところ

○平成29年1月の、「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方」の答申を受け、国土交通大臣か
ら、提言された取組についての具体的な行動計画を早急にとりまとめるよう指示

○国・県管理河川において概ね5年で実施する各種取組の方向性、進め方や国の支援等について、「水防災意
識社会」の再構築に向けた緊急行動計画としてとりまとめ

緊急行動計画とは

緊急行動計画における主な取組
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①水防法に基づく協議会の設置
・平成30年出水期までに水防法に基づく協議会を設置
・平成30年出水期までに概ね5年間の取組内容を「地域の取組方針」としてとりまとめ
②水害タイムラインの作成促進
・国管理河川は作成目標を大幅に前倒し、本年6月上旬までに作成が完了
・都道府県管理河川は協議会を活用し、対象市町村で平成33年度までに作成
③要配慮者利用施設における避難体制構築への支援
・平成29年度中で関係機関が連携して全国3地域（岩手県、岡山県、兵庫県）のモデル施設で
避難確保計画を検討・作成し、得られた知見を、協議会を通じて共有
・平成33年度までに対象の要配慮者利用施設で避難確保計画の作成。避難訓練の実施

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画



「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画への対
応について

●水防法に基づく協議会の「法定化」 及び 「取組方針の内容確認・見直し」
■協議会規約改正
■取組方針の内容確認
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緊急行動計画における主な取組より抜粋

平成３０年出水期までに
■協議会規約改正 → 平成２９年度第２回協議会（Ｈ３０．３．２８）にて規約改正済
■取組方針の内容確認 → 平成３０年度協議会（Ｈ３０．６．１）において「地域の取組方針」としてとりまとめ

①水防法に基づく協議会の設置
・平成30年出水期までに水防法に基づく協議会を設置
・平成30年出水期までに概ね5年間の取組内容を「地域の取組方針」としてとりまとめ
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地域の取組方針

平成２７年１２月１１日、関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、
全ての直轄河川とその沿川市町において、平成３２年度目途に水防災意識社会を再構築する取組
を行う。
※高津川水系では、平成２８年７月１３日に協議会を設立、「水防災意識社会再構築ビジョン」に基
づく高津川流域の減災に係る取組方針を平成２８年９月２８日に策定し、関係者が協力して減災に
努めているところ

平成２９年６月２０日、「水防災意識社会」の再構築に向け、関係者が協力して概ね５年で緊急的に
実施すべき事項について、「緊急行動計画」をとりまとめた

「地域の取組方針」は、新たに策定するものではなく、既存の内容確認・見直しを行うもの

平成３０年出水期までに、「地域の取組方針」をとりまとめ、関係者が協力して実施。

○協議会規約改正（法定化）とあわせ、既存の取組方針の見直しを行うものである。
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「地域の取組方針」の対応
緊急行動計画、平成２９年度までの状況を振り返った結果、「地域の取組方針」は以下のとおりとする。

●修正項目
①住民自らが危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
■多様な防災活動を含むタイムラインの作成
・河川管理者、沿川自治体、住民、交通サービス、道路管理者等と連携したタイムラインの拡充
➢全国の先行事例（20地域）の状況を勘案し検討進める。目標年度を「H30年度」から「H32年度」に変更
・避難勧告に着目したタイムラインに基づく、より実践的な総合防災訓練等の実施
➢総合防災訓練は、水害に特化した訓練ではないため、対象を広げる。

②氾濫特性を踏まえた効果的な水防活動
■水防活動の効率化及び水防体制の強化
・水防活動の知識習得と技術力向上のため、総合防災訓練等と合わせて、水防専門家を講師とした講習会を実施
➢総合防災訓練は、水害に特化した訓練ではないため、対象を広げる。

③浸水を一日も早く解消するための排水対策
■ 排水作業準備計画（案）の作成及び排水訓練の実施
・排水施設の情報共有、排水手法の検討を行い、大規模水害を想定した排水作業準備計画（案）の作成
・排水作業準備計画に基づく排水訓練の実施

● 新規項目（２項目）
①迫り来る危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備
・洪水に対しリスクの高い箇所を監視する簡易水位計等の整備

※②氾濫特性を踏まえた効果的な水防活動 ■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 に再掲している

②氾濫特性を踏まえた効果的な水防活動
■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備
・樋門の無動力化の推進

※③浸水を一日も早く解消するための排水対策 ■ 避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 に再掲している

上記内容も含め、「緊急行動計画」を踏まえ、関係機関と連携し取り組む。取組状況は、協議会等の場で共有するとともに、フォ
ローアップを行う。



概ね５年で実施する取組（１／２）

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
■洪水氾濫を未然に防ぐ対策の推進
・高津川改修
■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備
・避難行動等に資する情報提供設備の整備及び水位予測の精度向上
・洪水に対しリスクの高い箇所を監視する簡易水位計等の整備
■想定最大規模降雨における浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知等
・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表

・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図及び新たに設定された家屋倒壊等氾濫想定区域に基
づく避難計画の見直し
・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づく避難勧告等を発令する範囲の見直し

・洪水浸水想定区域内の要配慮者（社会福祉施設等）利用施設の管理者が策定する避難計画作成等の支
援や定住外国人等を対象とした避難情報の提供
・夜間、荒天時における避難勧告等の発令基準の作成・避難誘導体制の検討

・高津川の水害リスクを踏まえ、商工会議所等と連携した企業向け水害（防災）教育及び大規模氾濫を想
定した自衛水防の講習会や訓練の実施

・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップを作成し、洪水浸水想定区域内
の各戸・事業所へ配付
■多様な防災活動を含むタイムラインの作成
・河川管理者、沿川自治体、住民、交通サービス、道路管理者等と連携したタイムラインの拡充
・避難勧告に着目したタイムラインに基づく、より実践的な総合防災訓練等の実施
■防災教育や防災知識の普及
・高津川において、堤防の越水時や決壊時における流水の破壊力に関するイメージ動画の作成・公開
・「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進のための周知
・小中学校などと連携した高津川水系の洪水の特徴を踏まえた水害（防災）教育の普及・充実
・住民の水防災意識の向上に資するイメージ動画等のツールを活用した、より実践的な防災教育の実施
・スマートフォン等へのプッシュ型の洪水情報発信 17



概ね５年で実施する取組（２／２）

②氾濫特性を踏まえた効果的な水防活動

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

・避難行動等に資する情報提供設備の整備及び水位予測の精度向上(再掲）
・洪水に対しリスクの高い箇所を監視する簡易水位計等の整備(再掲）
・樋門の無動力化の推進
■水防活動の効率化及び水防体制の強化
・消防団員と兼務する水防団員への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施

・高津川の重要水防箇所等洪水に対しリスクが高い区間について消防団員と兼務する水防団員や地域住民が
参加する合同点検を実施

・水防活動の知識習得と技術力向上のため、総合防災訓練等と合わせて、水防専門家を講師とした講習会を実
施
・備蓄水防資機材情報の共有及び非常時における広域的な相互支援方法の確認
・市庁舎の水害時における対応について、業務継続計画を策定
・樋門操作に関する人員の確保と操作訓練の実施

③浸水を一日も早く解消するための排水対策

■ 避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

・高津川改修（再掲）
・樋門等の修繕計画を作成し、計画的に予算を確保し修繕を実施
・樋門の無動力化の推進（再掲）

■ 排水作業準備計画（案）の作成及び排水訓練の実施

・排水施設の情報共有、排水手法の検討を行い、大規模水害を想定した排水作業準備計画（案）の作成
・排水作業準備計画に基づく排水訓練の実施

18



３．平成３０年度の実施予定

19



①迫り来る危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
③浸水を1日も早く解消するための排水対策

洪水氾濫を未然に防ぐ対策の推進

○高津川改修 【順次実施：中国地整】

○流下能力が著しく不足している、あるいは
漏水の実績があるなど、優先的に整備が必
要な区間約1.5㎞について、平成３２年度を
目途に浸透対策などの対策を実施。

20



①迫り来る危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
②氾濫特性を踏まえた効果的な水防活動
避難行動、水防活動等に資する基盤等の整備

○避難行動等に資する情報提供設備の整備及び水位予測の精度向上 【H31年度：中国地整】
○洪水に対しリスクの高い箇所を監視する簡易水位計等の整備 【H30年度から順次実施：中国地整】

洪水予報の発表例

洪水予測の
精度向上

浜田河川国道事務所ＨＰ

カメラ映像と水位状況同時に表示するなど、分かり易い
情報提供を実施 21



①迫り来る危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づく

ハザードマップの作成・周知等
○想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表 【H28年から検討実施：島根県】
○想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図及び新たに設定された家屋倒壊等氾濫想定区域に基づく避難計画
の見直し 【H30年度：益田市】

○想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づく避難勧告等を発令する範囲の見直し 【H30年度：益田市】
○洪水浸水想定区域内の要配慮者（社会福祉施設等）利用施設の管理者が策定する避難計画作成等の支援や定住外
国人、観光客等を対象とした避難情報の提供 【H29年度から順次実施：益田市】
○夜間、荒天時における避難勧告等の発令基準の作成・避難誘導体制の検討 【H30年度：益田市】
○高津川の水害リスクを踏まえ、商工会議所等と連携した企業向け水害（防災）教育及び大規模氾濫を想定した自衛水
防の講習会や訓練の実施 【H29年度から定期的に実施：協議会全体】
○想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップを作成し、洪水浸水想定区域内の各戸・事
業所へ配付 【H31年度：益田市】

想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図計画規模降雨の洪水浸水想定区域図

22



①住民自らが危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
多様な防災活動を含むタイムラインの作成

○河川管理者、沿川自治体、住民、交通サービス、道路管理者等と連携したタイムラインの拡充
【H32年度：協議会全体】
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気象台・国土交通省から関
係機関へのホットラインを

盛り込んだ訓練の実施

○避難勧告に着目したタイムラインに基づく、より実践的な総合防災訓練等の実施
【H29年度から定期的に実施：協議会全体】

①住民自らが危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
多様な防災活動を含むタイムラインの作成

関係機関

気象台
国土交通省

24



○高津川において、堤防の越水時や決壊時における流水の破壊力に関するイメージ動画の作成・
公開 【H29年度：中国地整】

○「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進のための周知
【H28年度から定期的に実施中：中国地整】

○小中学校などと連携した高津川水系の洪水の特徴を踏まえた水害（防災）教育の普及・充実
【H29年度から順次実施：協議会全体】

○住民の水防災意識の向上に資するイメージ動画等のツールを活用した、より実践的な防災教育
の実施 【H29年度から定期的に実施：協議会全体】

○スマートフォン等へのプッシュ型の洪水情報発信 【H29年度：中国地整】

①迫り来る危機を認識した的確な避難行動を行うための取組
防災教育や防災知識の普及

放送画面

ＮＨＫデータ放送の例 スマートフォンとによるプッシュ型の洪水発信 25



○消防団員と兼務する水防団員への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施及び人員の確保
【H28年度から定期的に実施中：益田市】

○高津川の重要水防箇所等洪水に対しリスクが高い区間について消防団員と兼務する水防団員や地域
住民が参加する合同点検を実施 【H28年度から定期的に実施中：益田市、中国地整】

○水防活動の知識習得と技術力向上のため、総合防災訓練等と合わせて、水防専門家を講師とした講
習会を実施 【平成29年度から定期的に実施：協議会全体】

○備蓄水防資機材情報の共有及び非常時における広域的な相互支援方法の確認
【H28年度から定期的に実施中：益田市、島根県、中国地整】

○市庁舎の水害時における対応について、業務継続計画を策定 【平成28年度：益田市】
○樋門操作に関する人員の確保と操作訓練の実施

【H28年度から定期的に実施中：益田市、中国地整】

②氾濫特性を踏まえた効果的な水防活動
水防活動の効率化及び水防体制の強化

消防団員と兼任する水防団員、住民との共同点検の実施

【益田市内田・市原地区での共同点検の実施状況(H27.12）】 【樋門操作説明会状況（H26.5益田市)】

樋門操作に関する人員の確保と操
作訓練の実施 26



○ 排水施設の情報共有、排水手法の検討を行い、大規模水害を想定した排水作業準備計画（案）の
作成 【H31年度：益田市、島根県、中国地整】

○ 排水作業準備計画に基づく排水訓練の実施
【H32年度から定期的に実施：益田市、島根県、中国地整】

③浸水を一日も早く解消するための排水対策
排水作業準備計画（案）の作成及び排水訓練の実施

排水施設の情報提供、ポンプ車の的確な設置場所・ルート、必要な排水量（台数）、浸水エリア
等の基礎的情報の入手方法を事前に計画し、緊急時の早急な対応を可能にする

排水ポンプ車

排水ポンプ車排水訓練状況
(平成28年6月、高津川左岸（益田市高津町）)

排水ポンプ車運転状況
（平成25年7月出水、南田川水門付近）
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４．今後のスケジュール
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今後のスケジュール（案） （平成31年度協議会開催まで）

担当者会議を３～４ヶ月に１
回程度を目安に実施予定

平成３１年４月～６月中旬 平成３１年度協議会

平成３１年２月～５月 第４回幹事会

・・・ 平成３０年度の取組状況、確認事項、調整事項等

29

平成３０年６月１日 平成３０年度協議会

・・・
緊急行動計画を踏まえた取組内容（実施方針）の
変更、平成２９年度の取組状況（フォローアップ）、
平成３０年度の取組確認 等

・・・
緊急行動計画を踏まえた取組内容（実施方針）の
変更、平成２９年度の取組状況（フォローアップ）、
平成３０年度の取組確認 等

平成３０年 ５月１６日 平成３０年度幹事会
（第１回）

平成３０年度担当者会議
（第１回）

※スケジュール（案）は一般的なものであり、状況に応じて協議会等の追加開催や日程変更もある。


